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12月は、忘年会等でお酒を飲む機会が増える方も多いと思います。ここで気をつ
けていただきたいのが車の運転です。飲酒運転による数々の痛ましい事故をきっかけ
に厳罰化されましたが、いまだに飲酒運転は後を絶ちません。「ちょっとだけなら大
丈夫。」「少し寝たら酔いは覚める。」なんて思っている方はいませんか？
アルコールは少量でも脳の中枢神経を麻痺させ、注意力や判断力を低下させるた

め、危険の察知が遅れ、交通事故を起こす危険性が高くなりますので、飲んだ量に関
わらず飲酒したら絶対に運転してはいけません！
また、睡眠をとったからといってアルコールが抜けるわけではありません。気分が

すっきりして酔いが覚めたと感じても、体内にアルコールが残っていれば飲酒運転に
なります。そして、令和６年11月から自転車の飲酒運転についても厳罰化されてい
ます。酒酔い運転だけでなく、酒気帯び運転であっても罰則の対象となり、運転免許
を持っていれば停止処分を受けることもあります。
飲酒運転は極めて悪質・危険な犯罪です。皆さん一人ひとりが

「飲酒運転を絶対にしない、させない」
という強い意志を持ち、飲酒運転を根絶しましょう。

ニセ警察詐欺に注意！


